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　平成 ２３年 １０ 月使用分からの施設使用料減免申請の受け付けを行っています。判定シートをご覧になり減免
を希望する団体の方は、施設使用料減免申請書に添付書類を添えて、５月３１日（火）までに所管課へ提出して
ください。添付書類は、会員名簿、会則、決算書または予算書です。
□問い合わせ先　企画財政課　�（４８）１１１１（内３０３）

施施設設使使用用料料減減免免申申請請をを受受けけ付付けけ

①国、県、町および町の機関が使用するとき 
②町および町の機関が主催または共催するとき 
③町内の各種団体が行政活動の協力目的などで使用するとき 
④大字や自治会が行政活動を補完する目的で使用するとき 
⑤町が認める行政活動を補完する団体が団体本来の目的で使用するとき 
⑥社会福祉協議会が所管する福祉関係団体が団体本来の目的で使用す 
　るとき 
⑦町内の保育園、幼稚園、小・中学校が正規の教育課程などで使用するとき 
⑧体育協会・文化協会に加盟し、全員が町内の小・中学生で組織する団体 
　が団体本来の目的で使用するとき 
⑨体育協会・文化協会に加盟し、全員が町内の６５歳以上の高齢者で組織 
　する団体が団体本来の目的で使用するとき 

免除 YES

YES

判定シート 

※　新たに免除・減額を希望する団体は、体育協会・文化協会・サークル 
　協議会のいずれかに加盟し、減免の許可を受ける必要があります。 
　（継続的な活動を行っている団体が対象） 
※　丸山公園の夜間照明設備の使用料は減免しません。 
　　冷暖房費は免除団体については免除しますが、その他の団体は 
　徴収します。 

いずれか一つに該当 
（会議終了後の懇親会などは、除く。） 

免除しない 
NO

いずれにも該当しない 

減額しない 1/2減額 

NO

YES NO

YES NO

体育協会・文化協会に加盟しているか。 

１０人以上の団体で過半数が町内の６５歳以上か。 
１０人以上の団体で過半数が町内の中学生以下か。 

サークル協議会に加盟しているか。 

第5次阿久比町総合計画における「参画・協働の行動指針」
基本計画第１章・第３節　道路・交通網
○環境に配慮し、鉄道などの公共交通機関を利用しましょう。
○生活道路の拡幅に協力しましょう。

　※　「参画・協働の行動指針」とは、住民一人一人がそれぞれの立場でできることを示した
もので、町民まちづくり会議から提案されたものです。
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